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第４刷における修正 

 

本書の最新第５刷では，以下の修正を行っています。第４刷までのものを使用している皆

様におかれましては，以下のように読み替えてご活用をお願いいたします。 
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刷数 場所 誤 正 

～第４刷 p.54 ８行目 新株の発行時には、４

倍を超えて発行しては

ならない 

 

新株の発行時には、定

款の変更によりその総

数を増加させる場合に

は発行済株式総数の 4

倍までしか増加しては

ならない 

p.59 ３・４ 総額引受け 

総額引受者 

総数引受け 

総数引受者 

p.94 (9) 極端な合併比率 極端な併合割合 

p.94（9）１行目 株式併合は前述のとお

り、……１株の適正な

市場価格を実現するた

めに、組織再編の局面

においては、株式の割

当比率を１対１になさ

れるため等合併比率を

調整するために行われ

ることが多いが、 

組織再編の局面におい

ては、株式の割当比率

を１対１になされるた

め等合併比率を調整す

るために行われること

が多い。株式併合も前

述のとおり、……１株

の適正な市場価格を実

現するために行われる

が、 

 


